
小田原市 令和８年度緊急経済対策

中東情勢の影響を受ける

市内の中小企業者の皆さまへ

対象者 対象要件 対象融資 補助上限額

令和8年７月１日（水）～令和９年１月31日（日）
対象期間

※予算の上限に達した場合は前倒しで終了する場合があります。

お問い合わせ先 小田原市役所 経済部 産業政策課 ☎：0465-33-1555 

本制度のポイント

原材料価格やエネルギー価格の高騰など、中東情勢の影響により
売上や利益が減少する市内中小企業者の資金繰りを支援します。

原材料価格やエネルギー
価格の高騰

売上や利益の減少 資金繰りの悪化 などにお悩みの
事業者を支援！

信用保証料を支援します

最大50万円を補助します

売上高等が
前年同期比

５％以上減少

小田原市中小企
業小口資金融資
を利用した方

信用保証料を

最大50万円
補助！

中東情勢の影響
により売上や利
益が減少した方



🌸制度の概要🌸

支援内容

小田原市中小企業小口資金融資を利用する際に、
神奈川県信用保証協会に支払った信用保証料を補助します。

補助上限額：➡最大50万円

対象者
中東情勢の影響により、売上や利益が減少するなど、
経営状況が悪化し事業活動に支障をきたしている
市内の中小企業者で、小田原市中小企業小口資金融資を利用した方

対象要件 直近３か月または６か月の売上高、売上総利益額（粗利益）又は営業利益

の合計が、前年同期と比較し、５％以上減少していること

令和８年７月１日（水）～令和９年１月31日（日）
※予算の上限に達した場合は前倒しで終了する場合があります。

対象期間

補助金交付までの流れ

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
金融機関へ

相談
小口資金融資

の申込

契約
信用保証料を支払い

市から
補助申請案内

補助金
交付

取扱金融機関（申込先）

➢ 横浜銀行 小田原支店
➢ 静岡銀行 小田原支店
➢ スルガ銀行 小田原支店
➢ 静岡中央銀行 小田原支店
➢ さがみ信用金庫
➢ 中南信用金庫
➢ 小田原第一信用組合
➢ りそな銀行 小田原支店
➢ 中栄信用金庫

対象となる小田原市中小企業小口資金の主な内容

資金使途 運転資金

融資限度額 3,000万円

融資期間 運転資金：７年以内

返済方法 割賦返済（据置期間：運転資金６か月以内）

繰り上げ償還可。

貸付利率 年１.５％

信用保証 信用保証協会の信用保証を付ける

ご注意ください

・融資申込は、上記の取扱金融機関が窓口となります。
・融資は審査次第でご希望に添えない場合があります。
・繰上償還した場合は、信用保証協会から保証料の一部
が返還されます。これに合わせて市から交付した信用保
証料補助金についても返還していただく場合があります。
（該当する場合は、市からご案内します）

お問い合わせ先 小田原市役所 経済部 産業政策課 ☎：0465-33-1555 

補助金申請

✍
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